
 
 
 

１．当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療をおこなう保険医療機関です。 

 

２．入院基本料について 

　●２階病棟（急性期一般入院料４） 

　　当病棟では１日に１２名以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。 

　　なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 

　　・朝８時～夕方４時まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は６人以内です。 

　　・夕方４時～深夜１２時まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は２６人以内です。 

　　・深夜１２時～朝８時まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は２６人以内です。 

 

　●３階病棟（障害者施設等入院基本料） 

　　当病棟では１日に１４名以上の看護職員（看護師及び准看護師）が勤務しています。 

　　なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 

　　・朝８時～夕方４時まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は５人以内です。 

　　・夕方４時～深夜１２時まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は２４人以内です。 

　　・深夜１２時～朝８時まで、看護職員１人当たりの受け持ち数は２４人以内です。 

 

３．入院時食事療養費について 

　当院は、入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食

事を適時（夕食については午後６時以降）・適温で提供しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．近畿厚生局長に届出を行っている施設基準 

　別紙「施設基準一覧」をご参照ください。 

 

５．明細書の発行について 

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進する観点から、領収証の 

発行の際に個別の診療報酬の算定項目が分かる明細書を無料で発行しています。 

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担がない方についても明細書を無料発行 

厚生労働大臣の定める掲示事項

 食事療養標準負担額

 世帯の区分 負担額（１食につき）

 ① 住民税課税世帯 ５１０円

 ② 住民税課税世帯（指定難病患者等） ３００円

 ③ 住民税非課税世帯（７０歳未満） ２４０円（１９０円 ※）

 ④ 住民税非課税世帯（７０歳以上） ２４０円（１９０円 ※）

 ⑤ 上記④のうち所得が一定基準未満の場合 １１０円

 ※直近 12 ヶ月の入院日数が 90 日を超える場合、保険者への申請により 190 円に減額されます

http://www.kyoto-hakuaikai.or.jp/wp-content/uploads/1_tomita_Standards.pdf


しています。 

　なお、明細書には使用した薬剤の名称や、実施された検査等の名称が記載されます。そ 

の点をご理解いただき、ご家族の方が代理でお支払いをされる場合等、その代理の方へ 

の発行も含めて、明細書発行を希望されない方は会計窓口にて、その旨をお伝え下さい 

ますようお願い致します。 

 

６．保険外負担について（特別の療養環境の提供・その他） 

　当院では有料室使用料、診断書料などにつきまして、その利用日数や回数に応じた実費

のご負担をお願いしております。 

別紙「保険外負担一覧」をご参照ください。 

 

７．手術に関する施設基準に係る実績について 

　別紙「手術実績一覧」をご参照ください。 

 

８．その他の施設基準に係る掲示事項 

　●初診時の機能強化加算 

　　当院では、かかりつけ医機能を有する病院として初診時の「機能強化加算」の届出を

おこなっており、以下の取り組みを実施しています。 

・他の医療機関の受診状況および薬の処方内容を把握しての服薬管理 

・必要に応じて専門医や専門医療機関へのご紹介 

・健康診断の結果等の健康管理に関するご相談 

・保健・福祉サービスに関するご相談 

・時間外、緊急時の対応方法等に係る情報提供 

 

なお、かかりつけ医機能を有する医療機関は、厚生労働省や都道府県のホームページ 

にある「医療機能情報提供制度」から検索することが出来ます。 

・京都健康医療よろずネットのＵＲＬ 

http://www.mfis.pref.kyoto.lg.jp/ap/qq/men/pwtpmenult01.aspx 

 

　●情報通信機器を用いた診療 

　　当院では、厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って情報通

信機器を用いた診療（オンライン診療）を実施しています。 

なお、オンライン診療の初診において、向精神薬の処方は行いませんのでご了承くだ 

さい。 

 

　●一般名処方加算 

　　当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、

薬剤の成分をもとにした一般名処方（一般的な名称により処方箋を発行すること※）

を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であ

っても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。 

http://www.kyoto-hakuaikai.or.jp/wp-content/uploads/2_tomita_Insurance.pdf
http://www.kyoto-hakuaikai.or.jp/wp-content/uploads/3_tomita_OPE.pdf


一般名処方について、ご不明な点などがありましたら職員までご相談ください。ご理 

解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 

※一般名処方とは 

お薬の「商品名」ではなく「有効成分」を処方せんに記載することです。そうするこ 

とで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要 

なお薬が提供しやすくなります。 

 

なお、医療上の必要性があると認められない場合に患者様の希望を踏まえ長期収載品

を処方した場合は、後発医薬品との差額の一部が選定療費として患者様の自己負担と

なります。選定療養は、保険給付ではないため消費税が別途かかります。 

 

※長期収載品とは 

後発品のある先発医薬品で後発品収載から５年経過しているものや、後発品置換え率 

が 50％以上のものなど要件に合った品目です。対象医薬品リストは厚生労働省ホーム 

ページで公表されています。 

 

※選定療養とは 

保険診療と保険外診療を合わせて行うことができるようにした制度の 1 つで、保険外 

診療にあたるものです。 

 

　●後発医薬品使用体制加算 

　　当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組

みなどを実施しています。 

現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。当院では、医 

薬品の供給不足等が発生した場合、治療計画等の見直し等、適切な対応ができる体制 

を整備しております。 

なお、状況によっては、患者様へ投与する薬剤が変更となる可能性がございます。変 

更にあたって、ご不明な点やご心配なことなどがありましたら当院職員までご相談く 

ださい。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

　 

　●生活習慣病管理料 

　　当院では、医師の判断と患者様の同意により、生活習慣病管理料の算定をおこなって

います。 

・高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病とする方が対象となります。 

・個々に応じた目標設定や指導内容などを記載した「療養計画書」を作成します。 

・患者様の状態に応じ、医師の判断のもと２８日以上の処方やリフィル処方箋の発　 

　行を行う場合があります。 

 


